
工事カルテの内容は、「建設業許可業種：土木一式工事」の「工種：アスファルト舗装
工事」を対象工事とし,[建設業許可業種：舗装工事」は対象工事ではありません。なお、
対象工事実績がある場合、実績を証明する資料（コリンズ等）を提出してください。


